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資料 1 高齢単独世帯及び高齢夫婦世帯の推移 

 
（単位：1万世帯） 

 

（注） 国勢調査結果に基づき当省が作成した。 
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資料 2 身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議（平成 29 年 1月 31
日消費者委員会） 
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（注） 赤枠は当省が付した。 
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資料 3 事業者が提供しているサービス 

（単位：事業者） 

組合せ 
実施サービス 

事業者数 
身元保証 日常生活支援 死後事務 

身元保証、日常生

活支援、死後事務 
○ ○ ○ 171(83.8％) 

身元保証、 

日常生活支援 

○ ○ △ 8( 3.9％) 

○ ○  3( 1.5％) 

身元保証、 

死後事務 

○ △ ○ 7( 3.4％) 

○  ○ 4( 2.0％) 

日常生活支援、 

死後事務 
△ ○ ○ 5( 2.5％) 

身元保証のみ 
○ △ △ 1( 0.5％) 

○ △  1( 0.5％) 

日常生活支援のみ 
△ ○ △ 1( 0.5％) 

△ ○  1( 0.5％) 

死後事務のみ △ △ ○ 2( 1.0％) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 表中の「△」は、自らは当該サービスを提供していないが、問合せがあれば他の事業者を紹介し

たり、取次ぎをしたりしているサービスを示す。 

 
 

  



- 102 - 
 

資料 4 事業者が契約書で定めているサービスの例 

サービス サービス内容 

身元保証 

 

a 連帯保証 

・ 医療施設への入院の際の身元保証（連帯保証）及びこれに付随する業務（入

院手続の支援） 

・ 介護施設等への入所の際の身元保証（連帯保証）及びこれに付随する業務

（入所手続の支援） 

b 身元引受 

・ 死亡又は退去時の身柄の引取り 

・ 医療同意への支援（事前に本人の意思を書面により確認し、病院に提示す

ることで、病院による手術実施可否等の医療行為の判断に資すること。） 

・ 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対応（緊急搬送される際に搬送の確

認及び報告を受けること、危篤状態となり又は死亡時に報告を受けること、

緊急連絡先として連絡を受け付けること。） 

 

日常生活支

援 

 

※ 利用者

が契約締結

後に判断能

力が不十分

になった場

合、身上監

護・財産管

理について

成 年 後 見

（任意後見

又は法定後

見）へ移行 

 

a 日常生活支援 

（a）通院の送迎、付添い 

（b）生活に必要な物品の購入等 

・ 買物への同行や購入物の配達 

・ 生活に必要な物品の購入その他の日常関連取引（契約の変更、解除を含む。）

に関する事項 

（c）引っ越し等 

・ 引っ越し、家具処分専門業者との打合せ 

・ 病院への入院や介護施設等への入所の際の移動、家具類の移動、処分等に

関する支援 

（d）介護契約その他の福祉サービス利用契約の手続代行 

・ 介護保険契約の締結、変更、解除等の代理及び立会い 

・ 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措

置（施設入所措置を含む。）の申請及び決定に対する審査請求に関する事項 

・ 介護保険を含む公的社会福祉サービス受給手続の代行、サービス履行の監

督、助言、立会い等の支援 

・ 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係

施設入退所契約に関する事項 

 

b 財産管理 

（a）日常的金銭管理（定期的な収入、支出の管理） 

・ 家賃、地代、年金・障害手当等の社会保障給付その他の定期的な収入の受

領及びこれに関する手続代行 

・ 公共料金、保険料、福祉関係施設利用料、福祉サービス費用、介護費用、

見守り支援に関する支払、その他の定期的な支出を要する費用の支払及びこ
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サービス サービス内容 

れに関する手続代行 

・ 生活費の管理、送金 

・ 郵便物の受領・保管に関する業務 

（b）保険 

・ 保険契約（類似の共済契約等を含む。）に関する事項 

（c）財産管理、金融機関との取引 

・ 管理委託した不動産、動産等全ての財産の保存及び管理、売却等に関する

事項（日常的金銭管理に含まれるものを除く。）に係る手続代行。ただし、不

動産の購入、売却、贈与、その他重要な財産の処分については、個別に利用

者の同意を要する。 

・ 保有する貸地の更新契約の締結、解除・解約、訴訟の提起その他の手続代

行 

・ 全ての預貯金に関する取引（預貯金の管理、振込依頼、払戻し、口座の変

更、解約等）、新たな預貯金口座の開設、貸金庫契約、保護預かり契約及び金

融機関とのその他の一切の取引に関する事項 

・ 銀行等の金融機関、証券会社との解約・換価・売却・金銭消費貸借契約・

担保権設定契約等の取引に関する事項 

（d）証書等の保管及び各種手続 

・ 登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カー

ド、個人番号（マイナンバー）カード・個人番号（マイナンバー）通知カー

ド、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その他預かり証、年金

関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契

約書類、その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内でのこ

れらの使用に関する事項 

・ 登記・登録・供託の申請及び不服申立 

・ 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領及び不服申立 

・ 行政官公庁等への転出入等の諸届け事務及び公共料金等の事務に関する事

項 

・ 住民票、戸籍謄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の

届出、請求や変更等の手続に関する事項 

 

c その他 

（a）相続支援 

・ 遺産分割又は相続の承認・限定承認・放棄 

・ 贈与若しくは遺贈（負担付の贈与若しくは遺贈を含む。）の受諾又は拒絶 

（b）紛争処理 

・ 裁判外の和解・仲裁契約、行政機関等に関する不服申立及びその手続の追

行 

死後事務 a 死亡に関する手続代行等 
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サービス サービス内容 

 ・ 死亡の確認（死亡時の駆けつけ） 

・ 関係者（親族、相続人等）への連絡 

・ 死亡診断書（死体検案書）の請求及び受領 

・ 火葬許可の市区町村への申請及び火葬許可証の受領 

・ 死亡届申請代行 

b 葬祭に関する事務 

・ 葬儀に関する事務（斎場の手配、遺体の宅送・斎場保管、霊 柩
きゅう

車・火葬・

棺・骨壷・位牌等の手配、料金及びお布施等の支払、枕経、法名・戒名の授

与、初七日式典に関する手配及び料金の支払に関する支援）及び立会い 

c 火葬に関する手続代行 

・ 火葬手続（火葬の申込み、火葬許可証の提示）に関する手続代行 

・ 火葬への立会い 

・ 埋葬許可証の受領（火葬場で火葬許可証に捺印を受領） 

d 納骨、埋葬に関する手続代行 

・ 収蔵（納骨堂）、埋蔵（墓処）、永代供養に関する事務及び立会い 

e 遺言執行に関する手続代行 

・ 遺言執行代理・代行（戸籍簿又は除籍簿の謄本、抄本、住民票、死亡原因

及び死亡の事実を証明する書面の交付請求・受領） 

・ 相続財産管理人の選任申立て 

f 施設、病院からの退所に関する手続代行 

・ 医療機関の退院手続、入院費の精算及び病室等の整理 

・ 高齢者施設等の居室内の遺品整理、家財道具及び生活用品等の処分に関す

る事務 

・ 高齢者施設等の施設契約の解約、費用精算及び原状回復立会い 

g 行政機関での手続代行 

・ 印鑑登録証の返却 

・ 国民健康保険資格喪失届 

・ 介護保険資格喪失届 

・ 年金受給停止手続 

・ （世帯主の場合）各種名義変更 

・ 運転免許証、パスポートの返却 

・ （福祉サービスを利用している場合）福祉サービスの停止 

h ライフラインの停止に関する手続代行 

・ 公共料金（電気・ガス・水道）の解約 

・ インターネット・Wi-Fi等の解約 

・ ＮＨＫの解約 

・ 固定電話、携帯電話等の解約 

・ 銀行口座の凍結 

・ クレジットカードの解約 

・ 貸金庫の契約解約の手続 
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サービス サービス内容 

・ 各種会員の脱会手続 

i 残置物等の処理に関する手続代行 

・ 遺品目録の作成、相続人等への遺品・遺産の引渡し 

・ 家財整理に関する事務 

・ 遺品整理のサポート 

j 収蔵、埋蔵施設の管理等に関する手続代行 

・ 墓地の清掃・管理 

・ 墓石を撤去して墓地の移設・改葬・返還 

（注） 「身元保証」、「日常生活支援」、「死後事務」のいずれも実施している 6事業者（契約者
数ごとに 1,000 人以上が 2 事業者、100 人以上が 2 事業者、100人以下が 2 事業者）の契
約書におけるサービス内容について整理したものである。 
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資料 5 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについ
て（医政医発 0427第 2号平成 30年 4月 27日厚生労働省医政局医事課長通知） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（注） 赤枠は当省が付した。 
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資料 6 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談
への対応について(老高発 0830第 1号／老振発 0830第 2号平成 30年 8月 30日厚生労働
省老健局高齢者支援課・振興課通知) 

○ 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談へ
の対応について 

 
(平成 30年 8月 30日) 

(／老高発 0830第 1号／老振発 0830第 2号／) 
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課通知) 

 
我が国においては、少子高齢化が進展し、高齢者の単身世帯が増加していることを背景に、主
に一人暮らしの高齢者等を対象とした、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービ
スを提供する事業形態(以下「身元保証等高齢者サポート事業」という。)が生まれている。 
 
こうしたサービスの需要は、今後一層高まっていくことが見込まれている一方で、指導監督に
当たる行政機関が必ずしも明らかではなく、また、利用者からの苦情についてもほとんど把握
されていないことに鑑み、消費者委員会は、平成 29 年 1 月 31 日に、当該事業に係る消費者
被害を防止する観点から、「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建
議」(以下「建議」という。)を取りまとめた。 
 
当該建議において、「厚生労働省は、関係行政機関と連携して、身元保証等高齢者サポート事
業において消費者問題が発生していることを踏まえ、事業者に対してヒアリングを行うなど、
その実態把握を行うこと。」等とされていることを踏まえ、厚生労働省は、平成 29年度厚生労
働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービ
スの質の向上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業」(以下「調査研究事業」とい
う。)において実態調査を行うとともに、利用者に対する支援の在り方について検討を行い、
報告書が取りまとめられたところである。 
 
今般、報告書の内容を踏まえ、各市町村や地域包括支援センターにおける、身元保証等高齢者
サポート事業に関する相談を受けた場合の取扱いを下記のとおり示すので、貴管内市町村へ
周知するとともに、適切な運用に努められたい。 
 
なお、本通知は消費者庁消費者政策課と協議済みであり、その内容は同課から各都道府県・市
町村の消費生活センター・相談窓口にも周知される予定であることを申し添える。 
 
また、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項に規定する技術的
な助言である。 
 

記 
 
1．身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について 
 
高齢者の単身世帯が増加していること等を背景に、身元保証等高齢者サポート事業の需要は
今後も一層高まっていくことが見込まれているが、高齢者やその家族等が身元保証等高齢者
サポート事業を利用する場合、高齢者等は、どのような点に着目してサービス内容や事業者を
選択すれば良いのか分からない、どの機関に相談したら分からない等の不安を抱えている。 
 
こうした課題に対応するため、調査研究事業は、高齢者等が安心して身元保証等高齢者サポー
ト事業を利用できるよう、当該事業についての説明と、利用する事業者及びサービスを検討す
る際のポイントを示した普及啓発資料(以下「ポイント集」という。)を作成した。 
 
市町村や地域包括支援センターにおいては、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を
受けた場合は、別添のポイント集を適宜活用し、適切な助言を行うようお願いする。 
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また、高齢者やその家族等が身元保証等高齢者サポート事業を安心して利用するためには、当
該事業による消費者被害を防ぐことも重要であることから、消費者行政部局との連携を一層
促進し、必要な情報共有や、関係部署間の連携体制の構築等に努められたい。その際、一部の
市町村等の消費者行政部局においては、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)に基づいて設
置できる消費者安全確保地域協議会を活用し、消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り
等必要な取組みを行っていることを踏まえ、地域包括支援センター等が構築を推進している
地域のネットワークとの連携を図られたい。 
 
2．介護施設等における身元保証人等に求める役割 
 
介護施設等における身元保証人等に求める役割等の実態については、消費者委員会が平成 29
年 1月に取りまとめた建議において、実態の把握等が求められている。 
 
これを踏まえ、平成 29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護施設等における身元保
証人等に関する調査研究事業」において、介護施設等が身元保証人等に求める役割等の実態を
調査した結果が公表されたところである。 
 
本調査の結果、介護施設への入所(入院・入居)時に本人以外の署名を求めている施設は 95.9％
を占めており、施設側が身元引受人等に求める機能・役割は、本人の責任範囲を超えた場合に
おける滞納リスクの回避、本人の能力が衰えた場合における身上保護および財産管理に大別
されることが明らかとなった。 
 
なお、平成 30年 3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議でも周知したところであ
るが、介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令に
おいても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入
院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当
しない。 
 
介護保険施設に対する指導・監督権限を持つ都道府県等におかれては、管内の介護保険施設
が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切
な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行うようお願いする。 
 
【参考】 
 
○ 平成 29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの構築に向けた

公的介護保険外サービスの質の向上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業」報
告書 

 
※https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=32522 
 
○ 平成 29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護施設等における身元保証人等に関

する調査研究事業」報告書 
 
※https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/mhlw_kaigo2018.html 

（注） 下線は当省が付した。 
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資料 7 法令における医療、介護サービスの提供の拒否の禁止に係る規定 
対象 法令等の規定 

医師 ○ 医師法（昭和 23年法律第 201号） 
 
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事

由がなければ、これを拒んではならない。 
２ （略） 
 

指定介護老
人福祉施設 

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生
省令第 39号） 

 
（提供拒否の禁止） 

第四条の二 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サー
ビスの提供を拒んではならない。 

 
指定居宅 
サービス等 

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年
厚生省令第 37号） 

 
（提供拒否の禁止） 

第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んで
はならない。 

 
指定居宅 
介護支援等 

○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生
省令第 38号） 

 
（提供拒否の禁止） 

第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供
を拒んではならない。 

 
指定地域 
密着型 
サービス 

○ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成
18年厚生労働省令第 34号） 

 
（提供拒否の禁止） 

第三条の八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由な
く指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。 

 
指定介護予防
サービス等 

○ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成
18年厚生省令第 35号） 

 
（提供拒否の禁止） 

第四十九条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介
護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。 

 
指定地域 
密着型 
介護予防 
サービス 

○ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準（平成 18年厚生省令第 36号） 

 
（提供拒否の禁止） 

第十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく指定
介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。 

 
指定介護 
予防支援等 

○ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生省令
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対象 法令等の規定 
第 37号） 

 
（提供拒否の禁止） 

第五条 指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供
を拒んではならない。 

 
（注） 上記各法令に基づき当省が作成した。 
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資料 8 身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する啓発資料（ポイント集）（平成 30年
8月消費者庁、厚生労働省） 
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資料 9 身元保証等高齢者サポートサービスに関する注意喚起資料（令和元年 6月消費者庁、厚

生労働省） 
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資料 10 消費者庁作成の高齢者に対する注意喚起についてのチラシ（令和 3年 9月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（注） 赤枠は当省が付した。 
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資料 11 身元保証等高齢者サポート事業に関する消費生活相談件数の推移 

 
（単位：件） 

 
（注） 令和 4年 2月の消費者委員会への消費者庁提出資料に基づき、当省が作成した。 
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資料 12 調査した事業者における身元保証等高齢者サポート事業の開始年 

 

（単位：事業者） 

事業開始年 事業者数 

1993年(平成 5年) 2( 1.0％) 

1994年(平成 6年) 0(  0％) 

1995年(平成 7年) 1( 0.5％) 

1996年(平成 8年) 0(  0％) 

1997年(平成 9年) 0(  0％) 

1998年(平成 10年) 0(  0％) 

1999年(平成 11年) 0(  0％) 

2000年(平成 12年) 0(  0％) 

2001年(平成 13年) 2( 1.0％) 

2002年(平成 14年) 2( 1.0％) 

2003年(平成 15年) 2( 1.0％) 

2004年(平成 16年) 0(  0％) 

2005年(平成 17年) 2( 1.0％) 

2006年(平成 18年) 1( 0.5％) 

2007年(平成 19年) 2( 1.0％) 

2008年(平成 20年) 0(  0％) 

2009年(平成 21年) 2( 1.0％) 

2010年(平成 22年) 6( 2.9％) 

2011年(平成 23年) 11( 5.4％) 

2012年(平成 24年) 11( 5.4％) 

2013年(平成 25年) 4( 2.0％) 

2014年(平成 26年) 13( 6.4％) 

2015年(平成 27年) 12( 5.9％) 

2016年(平成 28年) 16( 7.8％) 

2017年(平成 29年) 13( 6.4％) 

2018年(平成 30年) 16( 7.8％) 

2019年(令和元年) 21(10.3％) 

2020年(令和 2年) 28(13.7％) 

2021年(令和 3年) 32(15.7％) 

2022年(令和 4年)8月まで 5( 2.5％) 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は、事業者調査を実施した 204事業者に対する割合である。割合は、小

数第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合がある。 
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資料 13 死亡届の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの提出を期待することができな
い場合における職権による死亡事項の戸籍への記載の取扱いについて（法務省民一第 285
号法務省民事局民事第一課長通知） 

 
（注） 下線は当省が付した。 
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資料 14 住民からの相談内容の分類 

相談内容の類型 
市区町村 

担当課室（11件） 

地域包括支援 

センター（66件） 

消費生活センター 

（78件） 

A：事業者の評判・

信頼性(事業者紹介

を含む。） 

1（ 9.1％） 16（24.2％） 30（38.5％） 

B：解約（解約時の

返金を含む。）に関

すること 

0（   0％） 8（12.1％） 30（38.5％） 

C：サービス内容に

不満 
5（45.5％） 11（16.7％） 9（11.5％） 

D：身元保証の取扱

いについて 
0（   0％） 13（19.7％） 0（   0％） 

E：料金（解約時の

返金を除く。）につ

いて 

1（ 9.1％） 5（ 7.6％） 1（ 1.3％） 

F：意思に反して寄

附や遺贈を求められ

た 

4（36.4％） 1（ 1.5％） 0（   0％） 

G：契約時の事業者

の説明不足に不満 
0（   0％） 4（ 6.1％） 0（   0％） 

H：契約の締結や継

続の可否について 
0（   0％） 1（ 1.5％） 1（ 1.3％） 

I：その他（老後、

賃貸の住居の保証

等） 

0（   0％） 7（10.6％） 7（ 9.0％） 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）内は、地方公共団体等の機関別の相談件数の合計（155件）に対しての割合である。割合

は、小数第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合がある。   
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資料 15 身元保証等高齢者サポート事業に関連して起きたとされるトラブルの例 

高齢者が自分で調べたＸ事業者と身元保証や死後事務について契約を締結した後

に、契約に要する費用とは関係なく、別途千数百万円もの資金を事業者に提供したが、

その後、事業者の代表者と音信不通となり、契約も不履行となった。 

本件に関しては、当該高齢者が入居する高齢者住宅の事業主が地域包括支援センタ

ーに情報共有した上で司法書士に相談し、家庭裁判所で当該高齢者がＸ事業者と締結

した契約を全て解約した。その後、当該高齢者はＸ事業者の代表者に対して損害賠償

請求訴訟を起こした。 

（Ａ地域包括支援センター） 

当時、当事業者の実質的経営者であった者Ｙ（注）が、事業者と契約していた利用

者の死亡後（当事業者との契約は、この時点で終了。）、同利用者に係る相続手続の過

程で、利用者の預金口座から金銭を横領していたことが発覚した。 

（注） 当該者は、士業として成年後見業務及び財産管理業務を実施。事業者の当

時の代表者は、当該者と親族関係にあるとみられる者。 

Ｙは、懲戒処分を受けて官報に公告され、士業を廃業し、その後、業務上横領の疑

いで逮捕に至った。 

（Ｂ事業者） 

（注） 当省の調査結果による。 

 




